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定期監査の結果について（報告） 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

定期監査を実施したので、同条第９項の規定により、別紙のとおり報告します。 



定期監査結果報告書 

 

１ 監査基準への準拠 

  本監査は、前橋市監査委員監査基準（令和２年前橋市監査委員告示第１号。以

下「監査基準」という。）に準拠し実施しました。 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に

基づき毎年度実施する財務監査 

 

３ 監査の対象 

 (1) 対象部局 

   財務部 

    財政課、資産経営課、収納課、市民税課、資産税課 

   環境部 

    環境政策課、ごみ政策課、ごみ収集課、廃棄物対策課、清掃施設課 

      

 (2) 対象年度 

   令和７年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理。た

だし、必要に応じて令和６年度も対象としました。 

 

４ 監査の着眼点 

  監査に当たっては、リスクアプローチの手法により、リスクを評価した上で、

財務に関する事務については、関係法令に適合し、正確に行われているか、経営

に係る事業の管理については、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、組織

及び運営の合理化について努めているかに主眼を置くとともに、下記の項目を監

査重点大項目として定めました。 

(1) 補助金等交付事務 

(2) 契約事務 

(3) 財産管理事務 

(4) 債権管理事務 

(5) 現金取扱事務 

(6) 雇用管理事務 

 

５ 監査の実施内容 

  財務執行や歳入・歳出状況等あらかじめ提出を求めた監査資料に基づき、所属

長から概要聴取と質疑等を行いました。また、関係書類、諸帳簿等を抽出により

調査するとともに、関係職員から説明を聴取するなどの方法により実施しました。 

 

６ 監査期間 

令和７年１０月９日から同年１１月２６日まで 

 

７ 監査の結果 

  財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、監査の対象とな

った事務が監査基準第１５条第２項第１号に規定する、法令に適合し、正確に行わ



れ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努め

ているかについては、おおむね適正に行われていると認められましたが、次に記載

のとおり改善を要する事項及び事務の検討を要望する事項がありました。 

  なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、監査執行の際に各所属長

に対して改善等を指導しました。 

 

(1) 財務部財政課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(2) 財務部資産経営課（指摘事項１件、要望事項１件） 

  ア  債権管理事務について（指摘事項） 

 市有地の貸付料において、履行期限までに納入しない者に対し、履行期限 

後２０日以内に督促状を発していなかった。 

 債権の管理に関する条例第６条、同条例施行規則第３条にのっとり適正な

事務処理を行うよう改善されたい。 

  イ 入札不調後の対応について（要望事項） 

 市議会庁舎自家用電気工作物保守点検業務において、当初の入札が不調と

なった後、仕様について、履行期間の始期を令和７年４月１日から令和７年

４月１８日に変更したものの、他の業務内容は変更せずに、後日、当初の業

者と入札を再実施していた。 

 契約監理課が示す入札執行手順では、入札が不調となり、後日入札を実施

する場合の対応は「仕様はそのままで業者を変えて実施」又は「仕様を変更

し当初の業者で実施」としている。履行期間の始期のみの変更は、仕様の変

更とは言い難いため、入札が不調となった場合は、契約監理課が示す入札執

行手順にのっとり実施するよう検討されたい。  

 

(3) 財務部収納課（指摘事項１件） 

  ア  契約事務について（指摘事項）  

 領収日付のデータ化に伴う領収済通知書仕分等委託業務において、入札参

加者から刑法、独占禁止法等の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約

書の提出を受けていないにもかかわらず、指名競争入札を執行していた。 

 物品購入等入札注意事項において、入札参加者は、当該誓約書を提出のう

え、入札しなければならないと規定していることから、適正な事務処理を行

うよう改善されたい。 

 

(4) 財務部市民税課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(5) 財務部資産税課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(6) 環境部環境政策課 



   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(7) 環境部ごみ政策課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(8) 環境部ごみ収集課（指摘事項１件） 

  ア  財産管理事務について（指摘事項）  

 北代田町６４１番７及び駒形町５８番２９の土地について、それぞれ令和

７年５月及び６月に寄附により取得しているが、公有財産異動通知書を資産

経営課長に通知していなかった。  

 令和４年度の監査指摘事項の改善が不十分な状況であることを再確認する

とともに、財務規則第１８９条第１項において、主務課長は、土地を寄附等

により取得したときは、公有財産異動通知書に、関係図面及び関係書類を添

えて、直ちに資産経営課長に通知しなければならないと規定していることか

ら、同項にのっとり適正な事務処理を行うよう改善されたい。 

 

(9) 環境部廃棄物対策課 

   財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項はな

かった。 

 

(10)  環境部清掃施設課 

     財務の執行及び経営に係る事業の管理に関して、指摘及び要望する事項は 

      なかった。 
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